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第６章 ⻄東京市障害児福祉計画  

１ 基本的な考え  

⻄東京市障害児福祉計画は、３年の計画期間の中で、本市における 18 歳未満の人への障害
児福祉サービスの提供量および提供体制の確保の方策を定めるものです。 

 
２ 国の基本指針に基づく指標  

（１）前期計画の目標の達成状況  
①障害児⽀援の提供体制の整備等 

本市では、令和４年度より、児童発達⽀援センターひいらぎを運営し、⽀援対象年齢をこれ
までの未就学児から 18 歳までに拡充し、⼦どもの発達を⼀緒に考え、地域の中で育むことを
基本理念に位置づけ、相談及び保護者⽀援等の地域⽀援体制の拡充等を図っております。セ
ンター化以降、相談実施後における⼦どもの状況を踏まえたグループ指導の体験を通じて、
必要な療育の気づきにつなげるクラスを拡充しています。 

相談・専門療育の面では、⽀援対象年齢を 18 歳までと拡充したことから就学後の保護者か
ら相談を受けるケースが増加しており、これまで以上に関係部署及び関係機関との連携が重
要となっています。地域連携の面では、アウトリーチとして、幼稚園、保育園訪問の回数増
加、各種研修、講座の回数増加、他の児童発達⽀援事業所との連携等を進めています。 

また、泉小学校跡地の障害者福祉施設では、重症⼼⾝障害児が利用できる放課後等デイサ
ービスの事業所を確保することとともに、重症⼼⾝障害児が利用できる児童発達⽀援事業所
を誘致しています。 
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（２）本計画における成果目標の設定  

①障害児⽀援の提供体制の整備等 
国では令和８年度までの目標として、新たに次の４つの目標を設定しています。 

 

項   目 基準値 
（令和４年度末） 

目標値 
（令和８年度末） 

児童発達⽀援センターの設置 １か所 １か所 

主に重症⼼⾝障害児を⽀援する児童発達⽀援事業所及び放
課後等デイサービス事業所の確保 

１か所 １か所 

医療的ケア児等の⽀援に関して、保健、医療、障害福祉、保
育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場 

未設置 設置 

医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置 ０人 １人 
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３ 障害児福祉サービスの⾒込み量と確保策  
（１）障害児福祉サービスの体系  
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（２）障害児通所⽀援  
①児童発達⽀援 

児童発達⽀援は、⽇常⽣活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団⽣活への適
応訓練等の⽀援を⾏うサービスです。 

令和６年度より従来の児童発達⽀援と医療型児童発達⽀援が「児童発達⽀援」として統合
されることから、過去の⾒込み及び実績については、従来の児童発達⽀援と医療型児童発達
⽀援の合計を示しています。 

 
＜過去の利用実績と今後３年間の⾒込み量＞ 

  
※令和 5 年度は４月〜９月分までの暫定実績  

 

（人⽇/月）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
⾒込み 752 753 754 1,067 1,099 1,132 2,337 2,407 2,478
実績 937 940 1,142 1,523 1,991 1,738

（利用者数/月）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
⾒込み 145 150 156 172 177 182 398 409 422
実績 214 246 194 294 377 374
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利用実績と今後の⾒込み 

・令和４年度の実績の延べ利用⽇数は 1,991 人⽇／月、実利用
者数は 377 人／月でした。 

・本計画では、令和８年度に延べ利用⽇数 2,478 人⽇／月、実
利用者数 422 人／月と⾒込んでいます。 

⾒込み量の考え方 

・令和２年度にコロナ禍による⼀時的な利用控えがあったもの
の、令和３年度以降は利用者が増加し続けています。 

・障害や発達に⼼配のある⼦どもの早期発⾒、早期療育は重要で
あることから、本サービスを必要とする⼦どもが増加すること
を⾒据えて算出しています。 

提供体制の確保の方策 

・事業者の新規参⼊に向け、事業者に対する情報提供等の⽀援を
引き続き実施していきます。 

・児童発達⽀援センターひいらぎや、発達⽀援コーディネーター
の増員等を図ることにより、市と⺠間事業所との役割分担及び
連携によって、⼦どもの発達に関する⽀援の拡充を図っていき
ます。 
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②放課後等デイサービス 

放課後等デイサービスは、学校の授業終了後や休校⽇に、⽣活能⼒向上のために必要な訓
練や社会との交流の促進等の⽀援を⾏うサービスです。 

＜過去の利用実績と今後３年間の⾒込み量＞ 

  
※令和 5 年度は４月〜９月分までの暫定実績 

利用実績と今後の⾒込み 

・令和４年度の実績の延べ利用⽇数は 3,517 人⽇／月、実利用
者数は 358 人／月でした。 

・本計画では、令和８年度に延べ利用⽇数 4,659 人⽇／月、実
利用者数 426 人／月と⾒込んでいます。 

⾒込み量の考え方 

・令和２年度にコロナ禍による⼀時の利用控えがあったものの、
令和３年度以降は利用者が増加し続けています。 

・障害や発達に⼼配のある⼦どもの早期発⾒、早期療育は重要で
あることから、本サービスを必要とする⼦どもが増加すると⾒
据えて算出しています。 

提供体制の確保の方策 

・事業者等への情報提供を進め、サービス拡大、参⼊を促してい
きます。 

・新たに放課後等デイサービス事業を実施する事業所に対して
は、指定相談⽀援業務や、医療的ケア児の受け⼊れを促す等に
より、市全体としての療育体制の充実を図っていきます。 

  

（人⽇/月）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
⾒込み 2,246 2,609 2,978 3,272 3,370 3,471 4,391 4,523 4,659
実績 3,198 2,965 3,061 3,221 3,517 3,939

（利用者数/月）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
⾒込み 359 417 476 273 281 289 402 414 426
実績 317 313 280 330 358 390
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③保育所等訪問⽀援 

保育所等訪問⽀援は、保育所等を訪問し、障害のある⼦どもに対して、他の⼦どもとの集団
⽣活への適応のための専門的な⽀援等を⾏うサービスです。 

 
＜過去の利用実績と今後３年間の⾒込み量＞ 

 
※令和 5 年度は４月〜９月分までの暫定実績  

 

利用実績と今後の⾒込み 

・令和４年度の実績の延べ利用⽇数は 38 人⽇／月、実利用者数
は 27 人／月でした。 

・本計画では、令和８年度に延べ利用⽇数 79 人⽇／月、実利用
者数 40 人／月と⾒込んでいます。 

⾒込み量の考え方 
・令和３年度以降、利用者が急増しています。 
・今後も、児童発達⽀援や放課後等デイサービスの利用者の増加

にあわせて利用が増加することを⾒据えて算出しています。 

提供体制の確保の方策 
・事業者等への情報提供を進め、サービス拡大、参⼊を促してい

きます。 

  

（人⽇/月）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
⾒込み 4 4 4 4 4 4 65 72 79
実績 0 0 0 7 38 28

（利用者数/月）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
⾒込み 2 2 2 2 2 2 33 36 40
実績 0 1 2 14 27 27
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④居宅訪問型児童発達⽀援 

居宅訪問型児童発達⽀援は、重度の障害等があり、障害児通所⽀援を利用するために外出
することが著しく困難な障害のある⼦どもに対して、その居宅を訪問して発達⽀援を⾏うサ
ービスです。 

 
＜過去の利用実績と今後３年間の⾒込み量＞ 

 
※令和 5 年度は４月〜９月分までの暫定実績  

 

利用実績と今後の⾒込み 

・令和４年度の実績の延べ利用⽇数は０人⽇／月、実利用者数は
０人／月でした。 

・本計画では、令和８年度に延べ利用⽇数８人⽇／月、実利用者
数２人／月と⾒込んでいます。 

⾒込み量の考え方 
・利用実績がない状況ですが、前期計画の⾒込み数を維持するも

のとします。 

提供体制の確保の方策 
・サービスの利用が⾒込まれる人の利用ニーズの把握や、制度の

周知、事業所の開設、参⼊に向けた情報収集に努めていきま
す。 

  

（人⽇/月）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
⾒込み 0 8 8 8 8 8 8 8 8
実績 0 0 0 0 0 0

（利用者数/月）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
⾒込み 0 2 2 2 2 2 2 2 2
実績 0 0 0 0 0 0
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（３）相談⽀援  
①障害児相談⽀援 

障害児相談⽀援は、障害児通所⽀援を利用するに当たり、その人に適した障害児⽀援利用
計画の作成やモニタリング等の⽀援を⾏うサービスです。 

 
＜過去の利用実績と今後３年間の⾒込み量＞ 

 
※令和 5 年度は９月末時点の暫定実績  

 

利用実績と今後の⾒込み 
・令和４年度の実績の実利用者数は 18 人／月でした。 
・本計画では、令和８年度に実利用者数 45 人／月と⾒込んでい

ます。 

⾒込み量の考え方 

・ここ数年、利用者数は 20 人を前後していますが、令和 5 年度
の中間実績は大幅な増加となっています。 

・障害のある⼦どもの増加や、療育に対する理解促進や⽀援の強
化により、今後も利用者数の増加を⾒据えて算出しています。 

提供体制の確保の方策 

・本市では、これまでの側面的な⽀援のほか、放課後等デイサー
ビス事業所への働きかけを⾏ってきたところですが、市内だけ
でなく近隣市を含め、障害児相談⽀援事業所が少ないのが現状
です。 

・事業所の数が限られている中で障害児利用計画の作成につなが
るよう、市内外の障害児相談⽀援事業所との情報共有・情報収
集を⾏っていきます。また、事業者等への情報提供を進め、サ
ービス拡大、参⼊を促していきます。 

  

（利用者数/月）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
⾒込み 76 91 106 56 80 115 36 40 45
実績 13 14 15 16 18 32
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